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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第104期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

３ 第105期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当たり当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

  

回次 第104期中 第105期中 第106期中 第104期 第105期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 309,331 316,091 330,545 624,248 639,828

経常利益 (百万円) 17,891 15,293 24,724 35,852 30,574

中間(当期)純利益 
又は当期純損失(△) 

(百万円) 6,559 4,769 10,269 27,541 △8,856

純資産額 (百万円) 359,155 372,546 365,879 374,549 359,003

総資産額 (百万円) 668,000 707,705 652,800 626,730 701,094

１株当たり純資産額 (円) 866.76 899.41 887.32 903.74 866.46

１株当たり中間(当期) 
純利益又は 
当期純損失(△) 

(円) 15.72 11.37 24.80 64.94 △21.50

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) ― 11.37 24.79 64.94 ―

自己資本比率 (％) 53.8 52.6 56.0 59.8 51.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 14,480 32,633 △15,599 47,074 52,433

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △28,276 △16,296 △3,577 △43,033 △24,900

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △8,274 44,475 △10,883 △45,884 17,421

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 81,023 119,275 77,852 59,364 108,280

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(名) 
25,303 
[11,589]

25,671
[11,896]

24,635
[12,304]

24,839 
[11,556]

24,184
[12,044]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第104期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

  

回次 第104期中 第105期中 第106期中 第104期 第105期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 104,437 120,358 124,818 218,255 243,032

経常利益 (百万円) 10,139 7,934 10,919 22,760 17,419

中間(当期)純利益 (百万円) 6,334 5,014 4,600 15,803 746

資本金 (百万円) 64,506 64,506 64,506 64,506 64,506

発行済株式総数 (千株) 424,562 424,562 424,562 424,562 424,562

純資産額 (百万円) 369,931 377,930 372,948 379,036 371,598

総資産額 (百万円) 512,248 559,361 526,565 488,250 540,267

１株当たり純資産額 (円) 892.77 912.41 904.46 914.78 896.87

１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) 15.26 12.11 11.13 37.97 1.78

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) ― 12.10 11.13 37.97 1.77

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 11.00 11.00 15.00 22.00 24.00

自己資本比率 (％) 72.2 67.6 70.8 77.6 68.8

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(名) 
3,535 
[1,509]

3,596
[1,454]

3,214
[1,308]

3,672 
[1,607]

3,180
[1,389]



２ 【事業の内容】 

(1) 事業内容の重要な変更 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。 

  

(2) 主要な関係会社の異動 

化粧品事業において、台資控股有限公司、上海華(女尼)透明美容香皀有限公司の２社が関係会社となりました。

なお、資生堂リテールサポート㈱は、平成17年４月１日に関係会社の資生堂販売㈱に吸収合併(簡易合併)され消滅

したため関係会社に該当しなくなりました。 

トイレタリー事業において、㈱プリエは会社清算手続きを終了したため、関係会社に該当しなくなりました。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社(非連結子会社、持分法を適用しない関連会

社を除く)となっております。また、㈱プリエは会社清算手続きを終了したため、資生堂リテールサポート㈱は、平成

17年４月１日に関係会社の資生堂販売㈱に吸収合併(簡易合併)され消滅したため関係会社に該当しなくなりました。 

  

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 議決権の所有割合欄の(内書)は間接所有割合であります。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 事業の種類別セグメントにおける従業員数 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[  ]に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権の

所有割合 
(％) 

関係内容 

(持分法適用関連会社)     

台資控股有限公司 
サモア、 
アピア 

千円 
160,000 

化粧品事業
50.0
(50.0)

営業上の取引はなし
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…無 

上海華(女尼)透明 
美容香皀有限公司 

中国、上海 
千中国元 
9,070 

化粧品事業
95.0
(95.0)

営業上の取引はなし
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…無 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

化粧品事業 20,394[ 9,708] 

トイレタリー事業 779[ 383] 

その他の事業 3,199[ 2,182] 

全社(共通) 263[  31] 

合計 24,635[12,304] 



(2) 提出会社の従業員の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[  ]に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

従業員数(名) 3,214[1,308]



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間の連結売上高は、前中間連結会計期間に比べて14,453百万円(4.6％)増収の330,545百万円と

順調に推移しました。 

国内売上は、競争激化が続くトイレタリー事業が苦戦したものの、化粧品事業がカウンセリング化粧品の好調に

より前中間連結会計期間を上回る業績を確保したことや、その他の事業が医薬品を中心に大きく伸長したことによ

り、前中間連結会計期間に比べ2.5％増収の239,216百万円と堅調に推移しました。 

一方、海外売上は、中国の高成長が牽引役となり、現地通貨ベースでの売上高で9.4％の増収、円換算した金額で

10.4％増収の91,328百万円と大きく伸長しました。 

営業利益は、前中間連結会計期間に比べ8,429百万円(59.0％)増益の22,725百万円となりました。これは、売上伸

長に加えて、前期に「早期退職優遇・特別プラン」を実施したことに伴う費用減などが寄与したことによるもので

す。 

営業利益の増加に加え、営業外損益も増益となったことにより、経常利益は、前中間連結会計期間に比べて9,431

百万円(61.7％)増益の24,724百万円、減損会計に伴う特別損失の計上はありましたが、中間純利益は前中間連結会

計期間に比べて5,500百万円(115.3％)増益の10,269百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 化粧品事業 

国内化粧品売上は、前中間連結会計期間に比べ1.5％の増収となりました。当中間連結会計期間は引き続き高水

準のマーケティング費用を投入し「商品」「宣伝」「営業」の強化を進めました。特に、各カテゴリーで勝てる

「太く・強い」ブランドの第一弾として発売した大型メーキャップブランド「マキアージュ」と男性用ブランド

の新生「ウーノ」については、集中的な費用投入とプロモーション展開によって早期の市場浸透に取り組みまし

た。 

これらの取り組みにより、カウンセリング化粧品領域が引き続き前中間連結会計期間を上回る実績となり、セ

ルフ化粧品領域も男性用の回復などにより前中間連結会計期間並みを確保しました。 

海外化粧品売上は、前中間連結会計期間に比べ11.3％の増収(現地通貨ベースは同10.0％の増収)となりまし

た。当中間連結会計期間は、最重点市場である中国をリード役に、各地域での売上が順調に伸びました。主力の

SHISEIDOブランドをはじめ、ボーテ プレステージ インターナショナル(BPI)のフレグランス、NARS、デクレオー

ルなどSHISEIDO以外のブランドも堅調に推移しました。 

この結果、売上高は前中間連結会計期間に比べ10,850百万円(4.3％)増収の260,308百万円となりました。 



営業利益は、国内外における増収効果に加えて、前連結会計年度に「早期退職優遇・特別プラン」を実施した

ことに伴う人件費減もあり、前中間連結会計期間に比べ5,076百万円(25.7％)増益の24,838百万円となりました。

  

② トイレタリー事業 

国内トイレタリー売上は、前中間連結会計期間に比べ5.4％の減収となりました。当中間連結会計期間は、国内

ヘアケア市場における厳しい競争環境が継続する中、「洗浄３分野(シャンプー・リンス、ボディーソープ、洗顔

料)への集中化」に取り組み、シャンプー・リンスでは「フィーノ」、ボディソープでは「クユラ」、洗顔料では

「洗顔専科」の市場定着を図りました。一方で、利益貢献度の低いブランドや事業領域の縮小を進め、全体とし

て売上のダウンサイジングを図りました。 

海外トイレタリー売上は、特に中国において積極的な販路拡大に取り組みましたが、一部市場からの撤退もあ

り微増収となりました。 

この結果、売上高は前中間連結会計期間に比べ1,711百万円(5.2％)減収の31,493百万円となりました。 

営業利益は、売上が減少したものの、洗浄３分野への費用の集中化を図ったことと人件費の低減などにより、

前中間連結会計期間に比べ1,336百万円増益の381百万円と営業黒字への改善を果たしました。 

  

③ その他の事業 

国内のその他の事業の売上は、前中間連結会計期間に比べ20.3％の大幅増収となりました。 

サロン向けのプロフェッショナル事業が増収となったことに加えて、医薬品事業と食品事業が売上を伸ばしま

した。特に、抗老化の保健機能食品であるコエンザイムQ10配合商品は引き続き市場を拡大し、医薬品事業の

「Q10 AA HA」が同商品の中でトップブランドの地位を維持したほか、食品事業では化粧品専門店向けの「ベネフ

ィーク美輝Q10」が好調に推移しました。 

海外のその他の事業の売上は前中間連結会計期間に比べ3.0％の増収となりました。そのほとんどを占める米国

でのサロン向けビジネスが、市場環境の改善もあり堅調に推移しました。 

この結果、売上高は前中間連結会計期間に比べ5,314百万円(15.9％)増の38,743百万円となりました。 

営業利益は、Q10配合商品をはじめとする好採算商品が伸長したこと、各事業とも費用の効率的運用に努めたこ

となどにより、前中間連結会計期間の2.2倍となる2,862百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

売上高は、トイレタリー事業の減収を化粧品事業及びその他の事業の増収でカバーし、前中間連結会計期間に

比べ5,288百万円(2.3％)増収の240,037百万円となりました。 

営業利益は、前連結会計年度に「早期退職優遇・特別プラン」を実施したことに伴う人件費減もあり、前中間

連結会計期間に比べ6,130百万円(45.7％)増益の19,547百万円となりました。 



② アメリカ 

ドルに対し若干の円高となりましたが、現地通貨ベースの売上高が増収、円換算後の売上高も857百万円

(4.2％)増収の21,107百万円となりました。 

営業利益も増収効果を主因として、前中間連結会計期間に比べ887百万円増益の896百万円となりました。 

  

③ 欧州 

現地通貨ベースの売上高が増収となったことに加え、ユーロに対し若干の円安となったことで、円換算後の売

上高は、前中間連結会計期間に比べ2,498百万円(6.6％)増収の40,374百万円となりました。 

営業利益も増収効果を主因として、前中間連結会計期間に比べ279百万円(10.3％)増益の2,999百万円となりま

した。 

  

④ アジア・オセアニア 

最重点市場である中国をリード役に現地通貨ベースの売上高が増収となったことに加え、アジア通貨全体に対

して若干の円安となったことで、円換算後の売上高は、前中間連結会計期間に比べ5,809百万円(25.0％)増収の

29,025百万円となりました。 

営業利益も増収効果を主因として、前中間連結会計期間に比べ662百万円(16.7％)増益の4,638百万円となりま

した。 

  

なお、上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は77,852百万円で、前中間連結会計期間末に比べ41,422

百万円(34.7％)の減少となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの減少は15,599百万円であり、前中間連結会計期間に

比べ48,232百万円の減少となりました。この減少の主な要因は、「早期退職優遇・特別プラン」による特別退職債

務の支払(43,699百万円)及び確定拠出年金過去分移管額の支払(6,032百万円)などによるものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの減少は3,577百万円であり、前中間連結会計期間に比

べ12,718百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、投資有価証券の売却による収入などによるもので

す。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの減少は10,883百万円であり、前中間連結会計期間に

比べ55,359百万円の減少となりました。この減少の主な要因は、前中間連結会計期間において国内で50,000百万円

の普通社債による調達を行ったことに加え、当中間連結会計期間において200万株の自己株式取得による支出があっ

たこと及び期末配当を１株11円から13円に２円増配したことによる配当金の支払額の増などによるものです。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は製造原価ベースで記載しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

資生堂グループ製品については受注生産を行っておりません。また、OEM等による受注生産を一部実施しているも

のの金額は僅少であります。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ セグメント間取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

化粧品事業 63,440 ＋4.8 

トイレタリー事業 11,908 △3.9 

その他の事業 4,379 △7.3 

合計 79,728 ＋2.7 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

化粧品事業 260,308 ＋4.3 

トイレタリー事業 31,493 △5.2 

その他の事業 38,743 ＋15.9 

合計 330,545 ＋4.6 



５ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、お客さまの「美と健康」を実現する画期的な商品、サービスの提供を目指し、神

奈川県横浜市の２ヵ所のリサーチセンター、東京都品川区の２つの研究所をはじめ、米国(東海岸)、欧州(フラン

ス)、アジア(中国)に設置した研究開発拠点にて推進しております。 

当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は8,230百万円であり、各事業別の研究の目的、主要課題、

研究成果及び研究開発費は、次のとおりであります。なお、基礎研究などの各事業に配分できない費用1,315百万円が

含まれております。 

  

＜化粧品事業＞ 

より美しい肌、美しい生活を実現することを目的に、基礎的な皮膚科学の研究から化粧品原料素材の開発、製品

の開発、美容法、美容理論の開発に至るまでの研究開発を推進しております。当中間連結会計期間には、肌の内部

での光の伝わり方を理論的に解析し、それに基づいて肌内部の光を外に引き出し、透明感の高い肌を実現する新規

複合粉末「インナーライティングパウダー」の開発に成功しました。この技術はメーキャップのメガブランド「マ

キアージュ」製品に広く応用しております。また、抗ストレスホルモンといわれるデヒドロエピアンドロステロン

(DHEA)の身体内部での産生を高める香料成分、肌に塗るとDHEAの働きを高める作用のあるエキスの発見など、化粧

品に新たな価値をもたらす成果を挙げました。 

当事業に関わる研究開発費は5,023百万円であります。 

  

＜トイレタリー事業＞ 

化粧品開発の技術を最大限に活用し、低コスト、高品質な製品の開発に努めております。当中間連結会計期間に

は、資生堂独自の「バイコンティニュアス技術」を応用し、従来困難であった高いメーク落とし効果とぬるつかな

いさっぱりしたすすぎを両立させた洗顔料「洗顔専科パーフェクトリキッド」を製品化しました。この技術は、使

用済みガラスびんのリサイクルに用いる環境にやさしい洗浄剤にも応用しているものです。 

当事業に関わる研究開発費は567百万円であります。 

  

＜その他の事業＞ 

医薬品事業の研究開発は、横浜市金沢区のH＆BC(ヘルス＆ビューティーケア)研究センターにて進めております。

一般用医薬品では、スキンケアの技術を活かし従来にない優れた使用性を持つ皮膚外用剤などを開発し販売してお

ります。医療用医薬品では、関節炎などに適用するヒアルロン酸注入剤の改良研究、女性の更年期症状を改善する

ホルモン補充療法薬の開発などを推進しております。 

ファインケミカル事業においては、メーキャップに用いられる粉体の開発技術を応用し、化学物質分析用の高性

能カラム、種々の分離精製用機器装置の開発などを行なっております。 

当事業に関わる研究開発費は1,324百万円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はありません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

なお、工場再編に伴い舞鶴工場(京都府舞鶴市)及び板橋工場(東京都板橋区)は当中間連結会計期間末をもって生産

を終了し、当連結会計年度末をもって閉鎖を予定しております。使用可能な資産については移管・売却を行い、使用

見込みのない資産については、当中間連結会計期間に3,114百万円の減損損失を計上しております。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 定款での定めは、次のとおりであります。 

当会社が発行する株式の総数は784,561,000株とする。 

但し株式消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。 

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 784,561,000

計 784,561,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月９日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 424,562,353 424,562,353
東京証券取引所
(市場第一部) 

完全議決権株式及び単元未満
株式であり、権利内容に何ら
限定のない当社における標準
となる株式 

計 424,562,353 424,562,353 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行しております。 

  

  

株主総会の特別決議日
(平成14年６月27日) 

中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

当社の取締役及び執行
役員を対象とするスト
ックオプション 

当社及び関連グループ
会社の取締役、執行役
員、従業員を対象とす
るストックオプション 

当社の取締役及び執行
役員を対象とするスト
ックオプション 

当社及び関連グループ
会社の取締役、執行役
員、従業員を対象とす
るストックオプション 

新株予約権の数(個) 578 (注)１ 58 (注)１ 577 (注)１ 22 (注)１

新株予約権の目的とな 
る株式の種類 

普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的とな 
る株式の数(株) 

578,000 (注)２ 58,000 (注)２ 577,000 (注)２ 22,000 (注)２

新株予約権の行使時の 
払込金額(円) 

1,669 (注)３ 1,512 (注)３ 1,669 (注)３ 1,512 (注)３

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～ 
平成24年６月26日 

平成15年４月１日～
平成18年３月31日 

平成16年７月１日～
平成24年６月26日 

平成15年４月１日～ 
平成18年３月31日 

新株予約権の行使によ
り株式を発行する場合
の株式の発行価格及び
資本組入額(円) 

発行価格  1,669 
資本組入額  835 

発行価格  1,512
資本組入額  756 

発行価格  1,669
資本組入額  835 

発行価格  1,512 
資本組入額  756 

新株予約権の行使の 
条件 

(1) 新株予約権の割当
てを受けた者は、
権利行使時におい
ても当社または関
連グループ会社の
取締役、執行役
員、従業員の地位
にあることを要
す。ただし、任期
満了による退任、
定年退職その他正
当な理由のある場
合にはこの限りで
ない。 

同 左 同 左 同 左 

(2) 新株予約権の質入
その他一切の処分
は認められないも
のとする。 

(3) 権利行使期間満了
前に新株予約権の
割当てを受けた者
が死亡した場合
は、法定相続人１
名に限り権利を承
継することができ
る。ただし、再承
継はできない。 

(4) その他権利行使の
条件については、
第102回定時株主
総会および新株予
約権発行の取締役
会決議に基づき、
当社と新株予約権
の割当てを受けた
者との間で締結す
る「新株予約権割
当契約」で定める
ところによる。 

新株予約権の譲渡に 
関する事項 

新株予約権を譲渡する
には取締役会の承認を
要する。 

同 左 同 左 同 左 



(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株。 

２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目

的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、上記払込金額は次の

算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



  

  

株主総会の特別決議日
(平成15年６月27日) 

中間会計期間末現在 
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

当社の取締役及
び執行役員を対
象とするストッ
クオプション 

当社及び関連グ
ループ会社の取
締 役、執 行 役
員、従業員を対
象とするストッ
クオプション 

当社及び関連グ
ループ会社の取
締 役、執 行 役
員、従業員を対
象とするストッ
クオプション 

当社の取締役及
び執行役員を対
象とするストッ
クオプション 

当社及び関連グ
ループ会社の取
締 役、執 行 役
員、従業員を対
象とするストッ
クオプション 

当社及び関連グ
ループ会社の取
締 役、執 行 役
員、従業員を対
象とするストッ
クオプション 

新株予約権の数
(個) 

783 (注)１ 10 (注)１ 35 (注)１ 751 (注)１ 8 (注)１ 19 (注)１ 

新株予約権の目
的となる株式の
種類 

普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 

新株予約権の目
的となる株式の
数(株) 

783,000 (注)２ 10,000 (注)２ 35,000 (注)２ 751,000 (注)２ 8,000 (注)２ 19,000 (注)２ 

新株予約権の行
使時の払込金額
(円) 

1,287 (注)３ 1,229 (注)３ 1,361 (注)３ 1,287 (注)３ 1,229 (注)３ 1,361 (注)３ 

新株予約権の行
使期間 

平成17年７月１
日～ 
平成25年６月26
日 

平成15年12月１
日～ 
平成18年11月30
日 

平成16年４月１
日～ 
平成19年３月31
日 

平成17年７月１
日～ 
平成25年６月26
日 

平成15年12月１
日～ 
平成18年11月30
日 

平成16年４月１
日～ 
平成19年３月31
日 

新株予約権の行
使により株式を
発行する場合の
株式の発行価格
及び資本組入額
(円) 

発行価格 1,287 
資本組入額 644 

発行価格 1,229 
資本組入額 615 

発行価格 1,361
資本組入額 681 

発行価格 1,287
資本組入額 644 

発行価格 1,229 
資本組入額 615 

発行価格 1,361 
資本組入額 681 

新株予約権の行
使の条件 

(1) 新株予約権
の割当てを受け
た者は、権利行
使時においても
当社または関連
グループ会社の
取締役、執行役
員、従業員の地
位にあることを
要す。ただし、
任期満了による
退任、定年退職
その他正当な理
由のある場合に
はこの限りでな
い。 

同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 

(2) 権利行使期
間満了前に新株
予約権の割当て
を受けた者が死
亡した場合は、
法定相続人のう
ち１名に限り権
利を承継するこ
とができる。た
だし、再承継は
できない。 
(3) その他権利
行使の条件につ
いては、第103回
定時株主総会お
よび新株予約権
発行の取締役会
決議に基づき、
当社と新株予約
権の割当てを受
けた者との間で
締結する「新株
予 約 権 割 当 契
約」で定めると
ころによる。 

新株予約権の譲
渡に関する事項 

新株予約権を譲
渡するには取締
役会の承認を要
する。 

同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 



(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株。 

２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目

的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、上記払込金額は次の

算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



  

  

株主総会の特別決議日
(平成16年６月29日) 

中間会計期間末現在 
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

  

当社の取締役及
び執行役員を対
象とするストッ
クオプション 

当社及び関連グ
ループ会社の取
締 役、執 行 役
員、従業員を対
象とするストッ
クオプション 

当社及び関連グ
ループ会社の取
締 役、執 行 役
員、従業員を対
象とするストッ
クオプション 

当社の取締役及
び執行役員を対
象とするストッ
クオプション 

当社及び関連グ
ループ会社の取
締 役、執 行 役
員、従業員を対
象とするストッ
クオプション 

当社及び関連グ
ループ会社の取
締 役、執 行 役
員、従業員を対
象とするストッ
クオプション 

新株予約権の数
(個) 

1,004 (注)１ 11(注)１ 77(注)１ 1,004 (注)１ 4(注)１ 63(注)１ 

新株予約権の目
的となる株式の
種類 

普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 

新株予約権の目
的となる株式の
数(株) 

1,004,000(注)２ 11,000(注)２ 77,000(注)２ 1,004,000(注)２ 4,000(注)２ 63,000(注)２ 

新株予約権の行
使時の振込金額
(円) 

1,427(注)３ 1,419(注)３ 1,445(注)３ 1,427(注)３ 1,419(注)３ 1,445(注)３ 

新株予約権の行
使期間 

平成18年７月１
日～ 

平成16年12月１
日～ 

平成17年４月１
日～ 

平成18年７月１
日～ 

平成16年12月１
日～ 

平成17年４月１
日～ 

平成26年６月28
日 

平成19年11月30
日 

平成20年３月31
日 

平成26年６月28
日 

平成19年11月30
日 

平成20年３月31
日 

新株予約権の行
使により株式を
発行する場合の
株式の発行価格
及び資本組入額
(円) 

発行価格 1,427 
資本組入額 714 

発行価格 1,419 
資本組入額 710 

発行価格 1,445
資本組入額 723 

発行価格 1,427
資本組入額 714 

発行価格 1,419 
資本組入額 710 

発行価格 1,445 
資本組入額 723 

新株予約権の行
使の条件 

(1) 新株予約権
の割当てを受け
た者は、権利行
使時においても
当社または関連
グループ会社の
取締役、執行役
員、従業員の地
位にあることを
要す。ただし、
任期満了による
退任、定年退職
その他正当な理
由のある場合に
はこの限りでな
い。 

同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 

(2) 権利行使期
間満了前に新株
予約権の割当て
を受けた者が死
亡した場合は、
法定相続人１名
に限り権利を承
継することがで
きる。ただし、
再承継はできな
い。 
(3) その他権利
行使の条件につ
いては、第104回
定時株主総会お
よび新株予約権
発行の取締役会
決議に基づき、
当社と新株予約
権の割当てを受
けた者との間で
締結する「新株
予 約 権 割 当 契
約」で定めると
ころによる。 

新株予約権の譲
渡に関する事項 

新株予約権を譲
渡するには取締
役会の承認を要
する。 

同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 



(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目

的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、上記払込

金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



    

  

  株主総会の特別決議日(平成17年６月29日)

  中間会計期間末現在(平成17年９月30日) 提出日の前月末現在(平成17年11月30日) 

  
当社の取締役及び執行役員を 
対象とするストックオプション 

当社の取締役及び執行役員を

対象とするストックオプション 
当社および関連グル

ープ会社の取締役、

執行役員、従業員を

対象とするストック

オプション 

当社の従業員および

関連グループ会社の

取締役、従業員   
中期インセンティブ

としての株式報酬型

ストックオプション 

長期インセンティブ

としてのストックオ

プション 

中期インセンティブ

としての株式報酬型

ストックオプション 

長期インセンティブ

としてのストックオ

プション 

新株予約権の数(個) 408(注)１ 261(注)１ 408(注)１ 261(注)１ 11(注)１ 1,851(注)１

新株予約権の目的となる

株式の種類 
普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる

株式の数(株) 
408,000(注)２ 261,000(注)２ 408,000(注)２ 261,000(注)２ 11,000(注)２ 1,851,000(注)２

新株予約権の行使時の払

込金額(円) 
1(注)３ 1,481(注)４ 1(注)３ 1,481(注)４ 1,865(注)４ 1,896(注)４

新株予約権の行使期間 
平成20年７月１日～ 
平成23年６月30日 

平成19年７月１日～ 
平成27年６月28日 

平成20年７月１日～

平成23年６月30日 
平成19年７月１日～

平成27年６月28日 
平成17年11月１日～ 
平成20年10月31日 

平成19年７月１日～

平成22年６月30日 

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額(円) 

発行価格   1 
資本組入額  1 

発行価格 1,481 
資本組入額 741 

発行価格   1

資本組入額  1 
発行価格 1,481

資本組入額 741 
発行価格 1,865

資本組入額 933 
発行価格 1,896 
資本組入額 948 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割
当てを受けた者は、
権利行使時において
も、当社または関連
グループ会社の取締
役、執行役員、従業
員の地位にあること
を要す。ただし、任
期満了による退任、
定年退職その他正当
な理由のある場合に
はこの限りでない。 

(1) 同 左 (1) 同 左 (1) 同 左 (1) 同 左 (1) 同 左 

(2)(1)のただし書き
にかかわらず、新株
予約権の割当てを受
けた者が平成17年７
月28日から平成20年
３月31日までの間に
任期満了による退
任、死亡その他正当
な理由により当社の
取締役および執行役
員のいずれの地位も
失った場合には、そ
の在任期間に応じて
権利行使できる新株
予約権の数を減ずる
ものとする。 

(2) 権利行使期間満
了前に新株予約権の
割当てを受けた者が
死亡した場合は、法
定相続人のうち１名
に限り権利を承継す
ることができる。た
だし、再承継はでき
ない。 

(2)(1)のただし書き
にかかわらず、新株
予約権の割当てを受
けた者が平成17年７
月28日から平成20年
３月31日までの間に
任期満了による退
任、死亡その他正当
な理由により当社の
取締役および執行役
員のいずれの地位も
失った場合には、そ
の在任期間に応じて
権利行使できる新株
予約権の数を減ずる
ものとする。 

(2) 権利行使期間満
了前に新株予約権の
割当てを受けた者が
死亡した場合は、法
定相続人のうち１名
に限り権利を承継す
ることができる。た
だし、再承継はでき
ない。 

(2) 同 左 (2) 同 左 

(3) 平成20年３月期
決算における当社の
連結売上高営業利益
率の目標８％を基準
とし、新株予約権の
割当てを受けた者
は、この目標値に対
する実績値の達成率
が90％以上であった
場合に限り、その達
成率に応じて本新株
予約権を行使するこ
とができる。ただ
し、本計算式に用い
る達成率は110％を
上限とする。 

(3) その他権利行使
の条件については、
第105回定時株主総
会および新株予約権
発行の取締役会決議
に基づき、当社と新
株予約権の割当てを
受けた者との間で締
結する「新株予約権
割当契約」で定める
ところによる。 

(3) 平成20年３月期
決算における当社の
連結売上高営業利益
率の目標８％を基準
とし、新株予約権の
割当てを受けた者
は、この目標値に対
する実績値の達成率
が90％以上であった
場合に限り、その達
成率に応じて本新株
予約権を行使するこ
とができる。ただ
し、本計算式に用い
る達成率は110％を
上限とする。 

(3) その他権利行使
の条件については、
第105回定時株主総
会および新株予約権
発行の取締役会決議
に基づき、当社と新
株予約権の割当てを
受けた者との間で締
結する「新株予約権
割当契約」で定める
ところによる。 

(3) 同 左 (3) 同 左 

(4) 権利行使期間満
了前に新株予約権の
割当てを受けた者が
死亡した場合は、法
定相続人のうち１名
に限り権利を承継す
ることができる。た
だし、再承継はでき
ない。 

(4) 権利行使期間満
了前に新株予約権の
割当てを受けた者が
死亡した場合は、法
定相続人のうち１名
に限り権利を承継す
ることができる。た
だし、再承継はでき
ない。 

  



  

    
(注) １ 付与対象者の区分及び人数の詳細は、当社取締役会で決議いたします。 

２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により
調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目
的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
  また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合に
は、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。 

３ 新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込金額は１円とし、新株予約権１個当たり金1,000円と
する。 

  ただし、新株予約権１個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式１株当たりの払込金額１円に調整後の株
式数を乗じた金額を各新株予約権１個当たりの金額とする。 

４ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に
より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、上記払込
金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  株主総会の特別決議日(平成17年６月29日)

  中間会計期間末現在(平成17年９月30日) 提出日の前月末現在(平成17年11月30日) 

  
当社の取締役及び執行役員を 
対象とするストックオプション 

当社の取締役及び執行役員を

対象とするストックオプション 
当社および関連グル

ープ会社の取締役、

執行役員、従業員を

対象とするストック

オプション 

当社の従業員および

関連グループ会社の

取締役、従業員   
中期インセンティブ

としての株式報酬型

ストックオプション 

長期インセンティブ

としてのストックオ

プション 

中期インセンティブ

としての株式報酬型

ストックオプション 

長期インセンティブ

としてのストックオ

プション 

  

(5) その権利行使の
条件については、第
105回定時株主総会
および新株予約権発
行の取締役会決議に
基づき、当社と新株
予約権の割当てを受
けた者との間で締結
する「新株予約権割
当契約」で定めると
ころによる。 

(5) その権利行使の
条件については、第
105回定時株主総会
および新株予約権発
行の取締役会決議に
基づき、当社と新株
予約権の割当てを受
けた者との間で締結
する「新株予約権割
当契約」で定めると
ころによる。 

  

新株予約権の譲渡に関す
る事項 

新株予約権を譲渡す
るには取締役会の承
認を要する。 

同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 上記のほか、当社は自己株式12,219千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合：2.87％)を保有しております。 

２ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の持株数

は、すべて信託業務に係る株式であります。 

３ ヒーロー アンド カンパニーは、ADR(米国預託証券)の預託銀行であるバンク オブ ニューヨークの株式名義人であ

ります。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

― 424,562 ― 64,506 ― 70,258

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 24,078 5.67

ヒーロー アンド カンパニー 
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室) 

101 BARCLAY STREET ADR DEPT 22 WEST
NEW YORK, NY 10286 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

19,953 4.69

株式会社みずほ銀行 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区内幸町１丁目１番５号
(東京都中央区晴海１丁目８番12号 
晴海アイランドトリトンスクエアオフィ
スタワーZ棟) 

17,226 4.05

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３丁目７番３号 14,569 3.43

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 13,966 3.28

朝日生命保険相互会社 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区大手町２丁目６番１号
(東京都中央区晴海１丁目８番12号 
晴海アイランドトリトンスクエアオフィ
スタワーZ棟) 

12,079 2.84

株式会社みずほコーポレート 
銀行 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号
(東京都中央区晴海１丁目８番12号 
晴海アイランドトリトンスクエアオフィ
スタワーZ棟) 

11,382 2.68

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 10,211 2.40

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 9,747 2.29

資生堂従業員自社株投資会 東京都中央区銀座７丁目５番５号 9,613 2.26

計 ― 142,827 33.64



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 上記「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ16,000株(議

決権16個)及び100株含まれております。 

２ 単元未満株式には当社所有の自己株式721株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株(議決権２個)あります。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 月別最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

12,219,000 
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

406,962,000 
406,962 同上 

単元未満株式 
普通株式 

5,381,353 
― 同上 

発行済株式総数 424,562,353 ― ― 

総株主の議決権 ― 406,962 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社資生堂 

東京都中央区銀座 
７丁目５番５号 

12,219,000 ― 12,219,000 2.87

計 ― 12,219,000 ― 12,219,000 2.87

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 1,441 1,324 1,420 1,536 1,600 1,730

最低(円) 1,310 1,261 1,267 1,390 1,500 1,564



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

役職の異動 

  

(注) 取締役を兼務していない執行役員の役職の異動 

  

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

代表取締役 執行役員副社長 
資生堂グループ国内営業担当 

  

代表取締役 執行役員副社長
資生堂グループ国内営業担当 
店頭企画担当 

西 森 誠 二 平成17年10月１日

取締役 執行役員 
国際事業部長兼欧州部長 

取締役 執行役員
国際事業部長 

小 松 正 明 平成17年10月１日

新役職等 旧役職等 氏名 異動年月日 

執行役員 
資生堂アメニティグッズ株式会社 
取締役社長 

執行役員 
資生堂ショッパーズクラブ株式会社 
取締役社長 

山 中 健 正 平成17年10月１日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第３号のた

だし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第３号のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第105期中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30

日まで)及び第105期中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)並びに第106期中間連結会計期間(平

成17年４月１日から平成17年９月30日まで)及び第106期中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)

の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、中央青山監査法人の中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金    45,373 43,858  55,168 

２ 受取手形及び売掛金    99,190 96,051  103,143 

３ 有価証券    76,544 39,110  57,063 

４ たな卸資産    66,035 68,336  66,579 

５ 繰延税金資産    16,374 21,067  19,378 

６ その他の流動資産    10,623 13,931  14,252 

貸倒引当金    △1,470 △1,467  △1,665 

流動資産合計    312,671 44.2 280,888 43.0  313,920 44.8

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産 ※１       

(1) 建物及び構築物   68,590   65,274 66,549   

(2) 機械装置及び運搬
具   16,333   16,421 15,724   

(3) 工具器具備品   17,861   18,644 17,792   

(4) 土地   61,046   57,821 60,419   

(5) 建設仮勘定   3,415   2,617 3,543   

有形固定資産合計    167,248 (23.6) 160,780 (24.7)  164,028 (23.4)

２ 無形固定資産         

(1) 営業権   24,119   23,647 23,370   

(2) 連結調整勘定   2,299   2,341 2,412   

(3) その他の無形固定
資産   29,557   28,958 29,696   

無形固定資産合計    55,976 (7.9) 54,947 (8.4)  55,478 (7.9)

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   61,378   78,185 80,547   

(2) 前払年金費用   32,869   31,227 31,768   

(3) 繰延税金資産   29,628   21,864 29,705   

(4) その他の投資   48,268   25,272 26,006   

 貸倒引当金   △334   △365 △362   

投資その他の資産合
計    171,810 (24.3) 156,184 (23.9)  167,666 (23.9)

固定資産合計    395,034 55.8 371,911 57.0  387,174 55.2

資産合計    707,705 100.0 652,800 100.0  701,094 100.0



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形及び買掛金    54,047 55,066  59,012 

２ 一年内償還予定の社
債    30,435 9,677  10,218 

３ 短期借入金    14,720 14,293  14,994 

４ 未払金    43,476 49,674  95,021 

５ 未払法人税等    5,284 4,992  3,548 

６ 返品調整引当金    3,684 3,091  4,029 

７ その他の流動負債    23,870 23,905  25,711 

流動負債合計    175,519 24.8 160,701 24.6  212,537 30.3

Ⅱ 固定負債         

１ 社債    63,670 63,846  63,582 

２ 長期借入金    6,955 5,099  5,531 

３ 退職給付引当金    71,584 35,230  34,923 

４ 役員退職慰労引当金    594 284  594 

５ その他の固定負債    4,882 8,744  13,969 

固定負債合計    147,686 20.9 113,205 17.4  118,600 16.9

負債合計    323,206 45.7 273,906 42.0  331,138 47.2

(少数株主持分)         

少数株主持分    11,952 1.7 13,014 2.0  10,952 1.6

(資本の部)         

Ⅰ 資本金    64,506 9.1 64,506 9.9  64,506 9.2

Ⅱ 資本剰余金    70,258 9.9 70,258 10.7  70,258 10.0

Ⅲ 利益剰余金    260,499 36.8 246,933 37.8  242,342 34.6

Ⅳ その他有価証券評価差
額金    5,713 0.8 12,977 2.0  8,002 1.1

Ⅴ 為替換算調整勘定    △13,851 △2.0 △11,590 △1.8  △11,671 △1.7

Ⅵ 自己株式    △14,579 △2.0 △17,206 △2.6  △14,434 △2.0

資本合計    372,546 52.6 365,879 56.0  359,003 51.2

負債、少数株主持分 
及び資本合計    707,705 100.0 652,800 100.0  701,094 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    316,091 100.0 330,545 100.0  639,828 100.0

Ⅱ 売上原価    104,948 33.2 86,640 26.2  211,794 33.1

売上総利益    211,143 66.8 243,905 73.8  428,034 66.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  196,847 62.3 221,179 66.9  399,815 62.5

営業利益    14,296 4.5 22,725 6.9  28,219 4.4

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息   555   443 1,195   

２ 受取配当金   613   632 ―   

３ 投資事業組合等 
  運用益   1,175   1,063 1,801   

４ 固定資産売却益   ―   586 2,928   

５ 連結調整勘定償却額   115   ― 106   

６ 持分法投資利益   37   53 21   

７ その他の営業外収益   2,342 4,839 1.5 1,899 4,678 1.4 4,052 10,106 1.6

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息   1,143   1,232 2,371   

２ 固定資産処分損   524   903 1,515   

３ 営業権・商標権償却   842   ― 1,689   

４ その他の営業外費用   1,331 3,842 1.2 543 2,679 0.8 2,174 7,750 1.2

経常利益    15,293 4.8 24,724 7.5  30,574 4.8

Ⅵ 特別利益         

  退職給付制度変更益 ※２ ― ― ― ― ― ― 2,566 2,566 0.4

Ⅶ 特別損失         

１ 金融資産評価損 ※３ 420   ― 225   

２ 減損損失 ※４ ―   5,709 ―   

３ 特別退職関連費用 ※５ ―   ― 30,986   

４ 構造改革費用 ※６ ― 420 0.1 ― 5,709 1.7 2,664 33,876 5.3

税金等調整前 
中間純利益    14,872 4.7 19,015 5.8  ― ―

税金等調整前 
当期純損失    ― ― ― ―  735 0.1

法人税、住民税 
及び事業税   4,731   4,505 6,126   

法人税等調整額   3,901 8,632 2.7 2,615 7,121 2.2 △373 5,752 0.9

少数株主利益    1,470 0.5 1,623 0.5  2,367 0.4

中間純利益    4,769 1.5 10,269 3.1  ― ―

当期純損失    ― ― ― ―  8,856 1.4



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   70,258 70,258   70,258

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

  70,258 70,258   70,258

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   260,493 242,342   260,493

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１ 中間純利益 4,769 10,269 ― 

２ その他の利益剰余金 
  増加高 

※１ ― 4,769 ― 10,269 21 21

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 当期純損失 ― ― 8,856 

２ 配当金 4,557 5,386 9,113 

３ 役員賞与 143 14 143 

４ 自己株式処分差損 0 12 4 

５ その他の利益剰余金 
減少高 

※２ 60 4,762 264 5,678 54 18,172

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

  260,499 246,933   242,342



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間純利益 
又は税金等調整前 
当期純損失(△) 

 14,872 19,015 △735

２ 減価償却費  13,153 13,051 27,407

３ 減損損失  ― 5,709 ―

４ 特別退職債務の増減額 
  (減少：△) 

 ― △43,699 44,015

５ 金融資産評価損  420 ― 225

６ 退職給付引当金増減額 
(減少：△) 

 30,766 237 △5,907

７ 役員退職慰労引当金 
  減少額 

 ― △309 △255

８ 前払年金費用の増減額 
(増加：△) 

 △32,869 541 △31,767

９ 連結調整勘定償却額  △115 70 △106

10 貸倒引当金の増減額 
  (減少：△) 

 ― △155 134

11 受取利息及び受取配当金  △1,169 △1,075 △1,892

12 支払利息  1,143 1,232 2,371

13 持分法投資利益  △37 △53 △21

14 売上債権の減少額  10,132 6,866 7,440

15 たな卸資産の増加額  △384 △1,285 △508

16 仕入債務の増減額 
(減少：△) 

 675 △4,031 11,072

17 確定拠出年金過去分 
  移管額の支払 

 ― △6,032 ―

18 その他  △32 △3,053 9,935

小計  36,557 △12,969 61,408

19 利息及び配当金の受取額  1,136 1,075 2,133

20 利息の支払額  △1,196 △1,336 △2,372

21 法人税等の支払額  △3,864 △2,369 △8,734

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 32,633 △15,599 52,433



  

   
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 定期預金の増減額 
  (増加：△) 

 ― 1,161 △1,452

２ 有価証券の取得による 
支出 

 △1,196 △162 △1,674

３ 有価証券の売却等による 
収入 

 1,191 236 2,087

４ 投資有価証券の取得 
による支出 

 △36,957 △1,158 △59,589

５ 投資有価証券の売却等 
による収入 

 32,886 10,760 58,405

６ 有形固定資産の取得 
による支出 

 △9,619 △10,479 △19,637

７ 有形固定資産の売却 
による収入 

 1,547 282 5,751

８ 無形固定資産の取得 
による支出 

 △2,104 △1,467 △4,334

９ 子会社株式の取得による 
支出 

 △105 △382 △10

10 その他  △1,937 △2,369 △4,445

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △16,296 △3,577 △24,900

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の純減少額  △1,961 △2,240 △2,709

２ 長期借入による収入  2,020 1,100 3,040

３ 長期借入金の返済による 
支出 

 △36 △1,277 △1,266

４ 社債の発行による収入  62,135 6,366 61,883

５ 社債の償還による支出  △12,618 △6,366 △32,631

６ 自己株式の売却又は 
処分による収入・取得 
による支出 

 △104 △2,784 36

７ 配当金の支払額  △4,547 △5,370 △9,102

８ 少数株主への配当金の 
支払額 

 △412 △165 △1,827

９ その他  ― △144 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 44,475 △10,883 17,421

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △322 △321 1,290

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減額(減少：△) 

 60,489 △30,381 46,246

Ⅵ 現金及び現金同等物期首 
残高 

 59,364 108,280 59,364

Ⅶ 新規連結・連結除外に伴う 
現金及び現金同等物の 
増減額(減少：△) 

 △578 △46 2,670

Ⅷ 現金及び現金同等物中間 
期末(期末)残高 

 119,275 77,852 108,280

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数  93社 

主要会社名：資生堂販売㈱、㈱

エフティ資生堂、資生堂フィテ

ィット㈱、資生堂インターナシ

ョナルコーポレーション、資生

堂ヨーロッパ 

〔新規〕 

前連結会計年度においては本格

的な営業を開始しておらず、重

要性が低いため連結の範囲に含

めなかったボーテプレステージ

インターナショナル(ベルギ

ー)、及びデクレオール(UK)、

カリタ(UK)の３社を当中間連結

会計期間より連結の範囲に含め

ております。 

〔除外〕 

当中間連結会計期間において、

資生堂アジアパシフィック㈱

は、会社清算手続き中のため連

結の範囲から除いております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数  95社 

主要会社名 

(化粧品事業) 

資生堂販売㈱、資生堂フィティ

ット㈱、資生堂インターナショ

ナルコーポレーション、資生堂

コスメティックス(アメリカ)、

資生堂アメリカインコーポレー

テッド、資生堂インターナショ

ナルヨーロッパ、資生堂ドイチ

ュラント、ボーテプレステージ

インターナショナル、資生堂イ

ンターナショナルフランス、資

生堂(中国)投資有限公司、資生

堂大昌行化粧品有限公司、台湾

資生堂股份有限公司、資生堂麗

源化粧品有限公司 

(トイレタリー事業) 

㈱エフティ資生堂 

(その他の事業) 

資生堂プロフェッショナル㈱、

資生堂美容室㈱、資生堂薬品

㈱、㈱ザ・ギンザ、㈱資生堂パ

ーラー、資生堂開発㈱、ゾート

スインターナショナルインコー

ポレーテッド 

〔除外〕 

当中間連結会計期間において、

㈱プリエは会社清算手続きを終

了したため連結の範囲から除い

ております。資生堂リテールサ

ポート㈱は、平成17年４月１日

に当社連結子会社の資生堂販売

㈱に吸収合併(簡易合併)され消

滅したため連結の範囲から除い

ております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数  97社 

主要会社名 

(化粧品事業) 

資生堂販売㈱、資生堂フィティ

ット㈱、資生堂インターナショ

ナルコーポレーション、資生堂

ヨーロッパ、資生堂コスメティ

ックス(アメリカ)、資生堂アメ

リカインコーポレーテッド、資

生堂ドイチュラント、ボーテプ

レステージインターナショナ

ル、資生堂インターナショナル

フランス、資生堂(中国)投資有

限公司、資生堂大昌行化粧品有

限公司、台湾資生堂股份有限公

司、資生堂麗源化粧品有限公司 

(トイレタリー事業) 

㈱エフティ資生堂 

(その他の事業) 

資生堂プロフェッショナル㈱、

資生堂美容室㈱、資生堂薬品

㈱、㈱ザ・ギンザ、㈱資生堂パ

ーラー、資生堂開発㈱、ゾート

スインターナショナルインコー

ポレーテッド 

〔新規〕 

前連結会計年度においては本格

的な営業を開始しておらず、重

要性が低いため連結の範囲に含

めなかったボーテプレステージ

インターナショナル(ベルギ

ー)、デクレオール(UK)、カリ

タ(UK)及び資生堂(中国)投資有

限公司の４社、並びに当連結会

計年度に設立・営業を開始した

ボーテプレステージインターナ

ショナル(オランダ)、ボーテプ

レステージインターナショナル

(シンガポール)、資生堂トラベ

ルリテールアジアパシフィッ

ク、資生堂トレーディング、及

び資生堂プロフェッショナルタ

イランドの５社の計９社を当連

結会計年度より連結の範囲に含

めております。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

    

〔除外〕 

当連結会計年度において、資生

堂アジアパシフィック㈱は会社

清算手続きを終了したため、㈱

原町製紙所は清算手続き中のた

め連結の範囲から除いておりま

す。資生堂ビューティーカンパ

ニー㈱は㈱ジェニックと合併

し、新社名を資生堂プロフェッ

ショナル㈱としたため、消滅会

社を連結の範囲から除いており

ます。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社:資生堂

(中国)投資有限公司 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社:資生堂

マレーシア 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社:ボーテ

プレステージインターナショ

ナル(UK) 

(3) 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由 

非連結子会社は、いずれも本

格的な営業を行っておらず、

総資産、売上高、中間純損益

及び利益剰余金等は僅少で、

中間連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであ

ります。 

(3) 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由 

同左 

(3) 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由 

非連結子会社はいずれも本格

的な営業を行っておらず、総

資産、売上高、当期純損益及

び利益剰余金等は僅少で、連

結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためでありま

す。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 

３社 

主要な会社名:㈱ピエールフ

ァーブルジャポン 

プレスティラクスおよびプレ

スティラクス(ノースアメリ

カ)の２社は株式を売却した

ことにより、持分法適用の範

囲から除いております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 

５社 

主要な会社名:㈱ピエールフ

ァーブルジャポン 

当中間連結会計期間より、前

連結会計年度に設立した台資

控股有限公司及び取得した上

海華(女尼)透明美容香皀有限

公司の２社を持分法適用の範

囲に含めております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 

３社 

主要な会社名:㈱ピエールフ

ァーブルジャポン 

プレスティラクス及びプレス

ティラクス(ノースアメリカ)

の２社は株式を売却したこと

により、持分法適用の範囲か

ら除いております。 

(2) 持分法を適用していない非連

結子会社はいずれも本格的な

営業を行っておらず、中間連

結純損益及び連結利益剰余金

等に及ぼす影響が僅少なた

め、持分法の適用から除いて

おります。 

(2)     同左 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社はいずれも本格的な

営業を行っておらず、当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が僅少なため、持分法

の適用から除いております。 

(3) 持分法適用会社のうち、中間

決算日が異なる会社について

は、各社の中間会計期間に係

る中間財務諸表を使用してお

ります。 

(3)     同左 (3) 持分法適用会社のうち、決算

日が異なる会社については、

各社の事業年度に係る財務諸

表を使用しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

在外連結子会社、ボーテプレス

テージインターナショナル㈱な

らびに台資商事㈱の56社の中間

決算日は６月30日、資生堂イン

ベストメント㈱は８月31日であ

り、それ以外はすべて９月30日

で当社と同一であります。 

また、在外連結子会社、ボーテ

プレステージインターナショナ

ル㈱、台資商事㈱ならびに資生

堂インベストメント㈱の57社に

ついては、連結子会社の中間決

算日現在の中間財務諸表を使用

しており、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行って

おります。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

在外連結子会社、ボーテプレス

テージインターナショナル㈱な

らびに台資商事㈱の62社の中間

決算日は６月30日、それ以外は

すべて９月30日で当社と同一で

あります。 

また、在外連結子会社、ボーテ

プレステージインターナショナ

ル㈱ならびに台資商事㈱の62社

については、連結子会社の中間

決算日現在の中間財務諸表を使

用しており、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っ

ております。 

３ 連結子会社の事業年度に関する

事項 

在外連結子会社、ボーテプレス

テージインターナショナル㈱な

らびに台資商事㈱の62社の決算

日は12月31日、それ以外はすべ

て３月31日で当社と同一であり

ます。 

なお、決算日が２月末日であっ

た資生堂インベストメント㈱の

決算日を、当連結会計年度から

３月31日に変更しております。 

資生堂インベストメント㈱につ

いては、当連結会計年度の連結

損益計算書には、２期分の損益

取引を取り込んでおります。 

また、在外連結子会社、ボーテ

プレステージインターナショナ

ル㈱ならびに台資商事㈱の62社

については、連結子会社の決算

日現在の決算財務諸表を使用し

ており、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っておりま

す。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 
(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 
① 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
……中間決算日の市場価格
等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本直入
法により処理し、売却原価
は主として移動平均法によ
り算定) 
時価のないもの 
……主として移動平均法に
よる原価法 

４ 会計処理基準に関する事項 
(1) 重要な資産の評価基準及び評
価方法 
① 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
……中間決算日の市場価格
等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本直入
法により処理し、売却原価
は主として移動平均法によ
り算定) 
時価のないもの 
……主として移動平均法に
よる原価法。ただし投
資事業有限責任組合等
への出資は組合等の財
産の持分相当額を有価
証券として計上し、組
合等の営業により獲得
した損益の持分相当額
を損益として計上して
おります。 

４ 会計処理基準に関する事項 
(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 
① 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
……決算期末日の市場価格
等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本直入
法により処理し、売却原価
は主として移動平均法によ
り算定) 
時価のないもの 
……主として移動平均法に
よる原価法。ただし投
資事業有限責任組合等
への出資は組合等の財
産の持分相当額を有価
証券として計上し、組
合等の営業により獲得
した損益の持分相当額
を損益として計上して
おります。 

② たな卸資産 
当社は総平均法による原価
法で評価しており、連結子
会社は主として最終仕入原
価法で評価しております。 

② たな卸資産 
同左 

② たな卸資産 
同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法 
① 有形固定資産 
建物(附属設備を除く)は定
額法、建物以外については
主として定率法を採用して
おります。なお、国内の主
要な固定資産については、
その資産の耐久度、陳腐化
の程度及び特殊性を勘案し
た独自の耐用年数(法定耐
用年数を２～３割程度短
縮)を設定しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法 
① 有形固定資産 
同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法 
① 有形固定資産 
建物(附属設備を除く)は定
額法、建物以外については
主として定率法を採用して
おります。なお、休止予定
の建物について、耐用年数
の短縮を行いました。 
また、国内の主要な固定資
産については、その資産の
耐久度、陳腐化の程度及び
特殊性を勘案した独自の耐
用年数(法定耐用年数を２
～３割程度短縮)を設定し
ております。 

② 無形固定資産 
主として定額法を採用して
おります。なお、定額法に
よって償却を実施している
無形固定資産の耐用年数は
次のとおりであります。 
営業権：国内…５年、 

海外…主として20
年 

商標権 
………主として10年 
ソフトウェア 
………主として５年 
なお、米国所在の子会社
は、営業権及び耐用年数が
確定できない無形固定資産
については、償却を実施せ
ず減損の判定を行うことと
しております。 

② 無形固定資産 
同左 

② 無形固定資産 
同左 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

当社及び国内連結子会社

は、売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上してお

ります。在外連結子会社

は、主として特定の債権に

ついて回収不能見込額を計

上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 返品調整引当金 

国内連結子会社(資生堂販

売㈱、㈱エフティ資生堂、

資生堂薬品㈱等)は、化粧

品、医薬品等の返品による

損失に備えるため、過去の

返品率及び将来の返品可能

性を勘案して見積もった損

失見込額を計上しておりま

す。 

② 返品調整引当金 

同左 

② 返品調整引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、主と

してその発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額

法により翌連結会計年度か

ら費用処理することとして

おります。 

なお、執行役員に対する退

職慰労引当金を含んでお

り、その計上基準は役員退

職慰労引当金と同様であり

ます。 

③ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づいて

計上しております。 

過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、主と

してその発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額

法により翌連結会計年度か

ら費用処理することとして

おります。 

なお、執行役員に対する退

職慰労引当金を含んでお

り、その計上基準は役員退

職慰労引当金と同様であり

ます。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

④ 役員退職慰労引当金 

第104期における当社取締

役会において、平成16年３

月期にかかわる定時株主総

会の日をもって退職慰労金

制度を廃止することとし、

第104期までの在任期間中

の職務遂行の対価部分相当

を、支給すべき退職慰労金

の額として決定したことに

より、当該金額を引当計上

しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

  

  

  

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

  

  

  

  

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外連結子会社等の資

産及び負債は、各社の中間決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は

各社の会計期間に基づく期中

平均相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分

及び資本の部における為替換

算調整勘定に含めておりま

す。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

同左 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外連結子会社等の資

産及び負債は、各社の決算日

の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は各社

の会計期間に基づく期中平均

相場により円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分及び資

本の部における為替換算調整

勘定に含めております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、主として通常

の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりま

す。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってお

ります。 

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(6) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随時

引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヵ月以内

に償還期限の到来する短期投資

であります。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヵ月以内に償

還期限の到来する短期投資であ

ります。 



会計処理の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― 
  

(固定資産の減損に係る会計基準) 
当中間連結会計期間より、固定資産
の減損に係る会計基準(「固定資産
の減損に係る会計基準の設定に関す
る意見書」(企業会計審議会 平成
14年８月９日))及び「固定資産の減
損に係る会計基準の適用指針」(企
業会計基準適用指針第６号 平成15
年10月31日)を適用しております。
この変更により、従来の方法によっ
た場合と比べ、当中間連結会計期間
の売上原価は42百万円減少し、売上
総利益は同額増加、販売費及び一般
管理費は214百万円増加し、営業利
益及び経常利益は172百万円減少、
税金等調整前中間純利益は5,881百
万円減少しております。なお、セグ
メント情報に与える影響は(セグメ
ント情報)に記載しております。 
また、減損損失累計額については、
改正後の中間連結財務諸表規則に基
づき各資産の額から直接控除してお
ります。 

――――― 
  

  (計上区分の変更) 
当中間連結会計期間より、新たな連
結経営管理の仕組みを導入し、制度
会計と管理会計の融合を図る土台と
なるグループ標準勘定科目体系を構
築するとともに、経営成績を適切に
把握するため事業損益計算の枠組み
を見直しました。その結果、売上高
に対応する原価の把握をより適切に
行うため、従来売上原価に含めて計
上していた物流費や研究開発費等に
ついてその性格を見直した部分を、
当中間連結会計期間より販売費及び
一般管理費として計上する方法に、
また、従来営業外費用として計上し
ておりました営業権・商標権償却費
用は、営業権・商標権の取得が営業
収益の拡大に貢献すると考えられる
ことから、営業損益をより適切に表
示するため、当中間連結会計期間よ
り販売費及び一般管理費として計上
する方法に変更しております。 
この変更により、従来の方法によっ
た場合と比べ、当中間連結会計期間
の売上原価は20,671百万円減少し、
売上総利益は同額増加、販売費及び
一般管理費は21,404百万円増加し、
営業利益は733百万円減少しており
ますが、経常利益及び税金等調整前
中間純利益に与える影響はありませ
ん。なお、セグメント情報に与える
影響は(セグメント情報)に記載して
おります。 

  



表示方法の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(中間連結貸借対照表) 

――――― 

(中間連結貸借対照表) 

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年６月

９日法律第97号)により、投資事業有限責任組合等への

出資が有価証券とみなされたことに伴い、前中間連結会

計期間において「その他の投資」に19,795百万円含めて

表示していた当該出資金を、当中間連結会計期間より

「投資有価証券」に19,424百万円含めて表示しておりま

す。 

(中間連結損益計算書) 

１ 「投資事業組合等運用益」は営業外収益の100分の

10を超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記

しております。なお、前中間連結会計期間は94百万

円であります。 

(中間連結損益計算書) 

「固定資産売却益」は営業外収益の100分の10を超えた

ため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間は「その他の営業外収益」に

261百万円含まれております。 

２ 前中間連結会計期間において営業外収益に区分掲記

していた「固定資産売却益」(当中間連結会計期間

261百万円)は金額が僅少となったため、「その他の

営業外収益」に含めて表示しております。 

  

  

  

３ 「固定資産処分損」は営業外費用の100分の10を超

えたため、当中間連結会計期間より区分掲記してお

ります。なお、前中間連結会計期間は営業外費用の

「その他の営業外費用」に359百万円含まれており

ます。 

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

前中間連結会計期間において区分掲記していた「出資金

の払込による支出」(当中間連結会計期間96百万円)は金

額が僅少となったため、当中間連結会計期間より投資活

動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

しております。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

１ 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示していた

「貸倒引当金の増減額」(前中間連結会計期間△23

百万円)は重要性が増したため、当中間連結会計期

間より区分掲記しております。 

  ２ 前中間連結会計期間において投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示していた

「定期預金の増減額」(前中間連結会計期間△530百

万円)は重要性が増したため、当中間連結会計期間

より区分掲記しております。 



追加情報 

  

  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(役員退職慰労引当金) 

当社役員及び執行役員の退職慰労金

については、従来退任時に計上して

おりましたが、前連結会計年度にお

ける当社取締役会において、前連結

会計年度にかかわる定時株主総会の

日をもって退職慰労金制度を廃止す

ることととし、前連結会計年度まで

の在任期間中の職務遂行の対価部分

相当を、支給すべき退職慰労金の額

として決定したことにより、当該金

額のうち役員にかかわる分を役員退

職慰労引当金として、執行役員にか

かわる分を退職給付引当金として引

当計上することに前連結会計年度の

下期より変更しております。 

なお、取締役会の決定が前連結会計

年度の下期であったことから前中間

連結会計期間においては、従来の方

法によっております。 

従って、当中間連結会計期間と同一

の方法を採用した場合と比べ、前中

間連結会計期間の営業利益、経常利

益が334百万円、税金等調整前中間

純利益が1,568百万円多く計上され

ております。 

――――― 

  

  

  

  

  

  

  

――――― 

  

  

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      245,699百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      255,037百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      250,498百万円 

 ２ 偶発債務 

   下記のとおり銀行借入金に対

し、債務保証を行っておりま

す。 

従業員 26百万円

 ２ 偶発債務 

   下記のとおり銀行借入金に対

し、債務保証を行っておりま

す。 

従業員 35百万円

 ２ 偶発債務 

   下記のとおり銀行借入金に対

し、債務保証を行っておりま

す。 

従業員 62百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 
広告費 23,954百万円 
売出費 57,540百万円 
給料・ 
賞与 

55,654百万円 

退職給付 
費用 

4,910百万円 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 
広告費 24,122百万円

売出費 58,553百万円

給料・ 
賞与 

55,738百万円

退職給付 
費用 

3,409百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 
広告費 48,796百万円 
売出費 115,457百万円 
給料・

賞与 
111,679百万円 

退職給付

費用 
8,993百万円 

※２     ――――― ※２     ――――― ※２ 退職給付制度変更益は、確定給付型

制度の一部を廃止し、確定拠出型制

度及び退職金前払い制度へ移行した

ことに伴うものであります。 
※３ 金融資産評価損は、投資有価証券評

価損359百万円、出資金評価損60百万

円であります。 

※３     ――――― ※３ 金融資産評価損は、投資有価証券評

価損158百万円、出資金評価損67百万

円であります。 
※４     ――――― ※４ 減損損失 

   当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。 

   当社グループは事業用資産におい

て、事業区分をもとに、概ね独立し

たキャッシュ・フローを生み出す最

小の単位毎に、遊休資産等において

は、個別物件単位で資産のグルーピ

ングを行っております。 
   その結果、事業用資産については、

営業店舗等で営業損益が継続してマ

イナスとなっている資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を特別損失に計上しておりま

す。 
   その内訳は、土地88百万円、建物及

び構築物877百万円、長期前払費用等

1,468百万円であります。 
   遊休資産等については、生産を終了

する工場等の資産の帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を

特別損失に計上しております。その

内訳は、土地2,356百万円、建物及び

構築物等918百万円であります。 
   なお、回収可能価額は正味売却価額

により算出しており、主に不動産鑑

定評価額を基に評価しております。 

用途 種類 場所

事業用 
資産 

土地、建物及び構築
物、長期前払費用等 

東京都
中央区他 

遊休 
資産等 

土地、建物及び構築
物等 

京都府
舞鶴市他 

※４     ――――― 

※５     ――――― ※５     ――――― ※５ 特別退職関連費用は、早期退職優

遇・特別プランの実施に伴い発生し

た特別加算金等であります。 
※６     ――――― ※６     ――――― ※６ 構造改革費用は、国内工場再編に伴

う費用1,859百万円、関係会社清算・

再編に伴う費用804百万円でありま

す。 



(中間連結剰余金計算書関係) 

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１    ――――― ※１    ――――― ※１ その他の利益剰余金増加高

は、ニュージーランドの会計

制度に基づくニュージーラン

ド子会社の資産再評価によ

る、利益剰余金増加高であり

ます。 

※２ その他の利益剰余金減少高

は、中国の会計制度に基づく

中国子会社の利益処分による

剰余金取崩高であります。 

※２ その他の利益剰余金減少高

は、中国の会計制度に基づく

中国子会社の利益処分による

剰余金繰入額であります。 

※２ その他の利益剰余金減少高

は、中国の会計制度に基づく

中国子会社の利益処分による

剰余金取崩高であります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 45,373百万円

有価証券勘定 76,544百万円

計 121,918百万円

預金期間が３カ月 
を超える定期預金 

△1,878百万円

株式及び償還期間 
が３カ月を超える 
債券等 

△764百万円

現金及び 
現金同等物 

119,275百万円

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 43,858百万円

有価証券勘定 39,110百万円

計 82,968百万円

預金期間が３カ月
を超える定期預金 

△2,648百万円

株式及び償還期間
が３カ月を超える 
債券等 

△2,467百万円

現金及び 
現金同等物 

77,852百万円

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

現金及び預金勘定 55,168百万円

有価証券勘定 57,063百万円

計 112,231百万円

預金期間が３カ月
を超える定期預金 

△3,728百万円

株式及び償還期間
が３カ月を超える 
債券等 

△222百万円

現金及び
現金同等物 

108,280百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当社または連結子会社が借主側とな

る取引 

  

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

当社または連結子会社が借主側とな

る取引 

  

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

当社または連結子会社が借主側とな

る取引 

  

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末
残高 
相当額 

  (百万円) (百万円) (百万円)
機械装置 
及び運搬具 2,951 1,770 1,181

工具器具 
備品 21,091 10,567 10,524

その他 5,654 2,053 3,601

合計 29,698 14,390 15,307

なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

  
取得価額
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期末
残高 
相当額 

  (百万円) (百万円) (百万円)

機械装置 
及び運搬具 1,819 872 946

工具器具 
備品 19,958 11,563 8,394

その他 6,213 2,498 3,715

合計 27,991 14,934 13,056

なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

(百万円) (百万円) (百万円)
機械装置
及び運搬具

2,889 1,847 1,041

工具器具
備品 20,061 10,415 9,646

その他 6,069 2,237 3,832

合計 29,020 14,500 14,520

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

１年内 5,177百万円

１年超 10,130百万円

合計 15,307百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

１年内 4,803百万円

１年超 8,253百万円

合計 13,056百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により

算定しております。 

１年内 5,091百万円

１年超 9,429百万円

合計 14,520百万円

  

(3) 支払リース料 2,806百万円

減価償却費 
相当額 

2,806百万円

  

(3) 支払リース料 2,574百万円

減価償却費
相当額 

2,574百万円

(3) 支払リース料 4,848百万円

減価償却費
相当額 

4,848百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

     同左 

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

     同左 

  

  なお、リース資産に配分され

た減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略して

おります。 

  

  

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 3,848百万円

１年超 32,676百万円

合計 36,525百万円

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 3,783百万円

１年超 29,262百万円

合計 33,045百万円

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 3,824百万円

１年超 30,974百万円

合計 34,798百万円



  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当社または連結子会社が貸主側とな

る取引 

  

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額、減価

償却累計額及び中間期末残高 

当社または連結子会社が貸主側とな

る取引 

  

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額、減価

償却累計額及び中間期末残高 

当社または連結子会社が貸主側とな

る取引 

  

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額、減価

償却累計額及び期末残高 

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末
残高 
相当額 

  (百万円) (百万円) (百万円)
機械装置 
及び運搬具 1,392 565 827

工具器具 
備品 2,356 1,116 1,240

その他 1,546 331 1,214

合計 5,295 2,013 3,282

  
取得価額
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期末
残高 
相当額 

  (百万円) (百万円) (百万円)

機械装置 
及び運搬具 1,495 692 802

工具器具 
備品 6,189 3,386 2,802

その他 1,863 526 1,336

合計 9,547 4,605 4,942

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

(百万円) (百万円) (百万円)
機械装置
及び運搬具

1,475 671 803

工具器具
備品 6,115 2,953 3,162

その他 1,834 415 1,419

合計 9,425 4,039 5,385

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 837百万円

１年超 2,567百万円

合計 3,405百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 1,674百万円

１年超 3,557百万円

合計 5,231百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 1,643百万円

１年超 4,018百万円

合計 5,662百万円

(3) 受取リース料 498百万円

減価償却費 439百万円

受取利息 
相当額 

75百万円

(3) 受取リース料 984百万円

減価償却費 853百万円

受取利息
相当額 

142百万円

(3) 受取リース料 1,846百万円

減価償却費 1,595百万円

受取利息
相当額 

311百万円

(4) 利息相当額の算定方法 

利息相当額の各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。 

(4) 利息相当額の算定方法 

利息相当額の各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。 

(4) 利息相当額の算定方法 

利息相当額の各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。 

  なお、リース資産に配分され

た減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略して

おります。 

  

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 191百万円

１年超 251百万円

合計 442百万円

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 206百万円

１年超 374百万円

合計 581百万円

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 177百万円

１年超 221百万円

合計 398百万円



  
(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成16年９月30日) 

① その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

② 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  

種類 
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 14,451 26,169 11,717 

(2) 債券   

社債 2,899 3,003 104 

(3) その他 13,900 11,487 △2,413 

計 31,251 40,660 9,408 

種類 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) その他有価証券 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 34,905

非上場内国債券 23,332

非上場株式(店頭売買株式を除く) 17,198

公社債投信 14,202

マネー・マネージメント・ファンド 3,415

非上場外国債券 1,141

(2) 子会社及び関連会社株式 

子会社株式 1,812

関連会社株式 1,254



(当中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

① その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

② 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 

種類 
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 11,151 33,274 22,123 

(2) 債券   

国債・地方債等 2,155 2,226 70 

社債 1,035 1,020 △14 

(3) その他 5,449 5,075 △373 

計 19,791 41,597 21,805 

種類 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) その他有価証券 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 19,506

投資事業有限責任組合等 19,424

非上場株式 17,189

公社債投信 14,444

マネー・マネージメント・ファンド 3,415

非上場債券 3

(2) 子会社及び関連会社株式 

子会社株式 385

関連会社株式 1,329



(前連結会計年度末)(平成17年３月31日) 

① その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

② 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

  

種類 
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 12,183 27,357 15,173 

(2) 債券   

国債・地方債等 8,828 8,437 △391 

社債 575 599 24 

(3) その他 6,990 5,751 △1,239 

計 28,578 42,146 13,567 

種類 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) その他有価証券 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 35,006

投資事業有限責任組合等 19,419

公社債投信 19,217

非上場株式 17,177

マネー・マネージメント・ファンド 3,415

非上場債券 2

(2) 子会社及び関連会社株式 

子会社株式 3

関連会社株式 1,222



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

  

(注) 時価の算定方法 

取引金融機関から提示された価格によっております。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

  

(注) 時価の算定方法 

取引金融機関から提示された価格によっております。 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

  

(注) 時価の算定方法 

取引金融機関から提示された価格によっております。 

種類 契約額等(百万円) 
契約額等のうち
１年超(百万円) 

時価(百万円) 評価損益(百万円)

市場取引以外の取引    

通貨スワップ取引    

受取円・支払ユーロ 3,695 3,695 △675 △675

合計 3,695 3,695 △675 △675

種類 契約額等(百万円) 
契約額等のうち
１年超(百万円) 

時価(百万円) 評価損益(百万円)

市場取引以外の取引    

通貨スワップ取引    

受取円・支払ユーロ 3,120 930 △601 △601

合計 3,120 930 △601 △601

種類 契約額等(百万円) 
契約額等のうち
１年超(百万円) 

時価(百万円) 評価損益(百万円)

市場取引以外の取引    

通貨スワップ取引    

受取円・支払ユーロ 3,996 3,996 △1,053 △1,053

合計 3,996 3,996 △1,053 △1,053



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

  

  化粧品事業 
トイレタリー
事業 

その他の
事業 

計
消去又は 
全社 

連結 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

249,458 33,205 33,428 316,091 ― 316,091

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,877 561 24,715 27,153 (27,153) ―

計 251,335 33,766 58,143 343,245 (27,153) 316,091

営業費用 231,573 34,721 56,828 323,123 (21,327) 301,795

営業利益又は 
営業損失(△) 

19,761 △955 1,315 20,122 (5,825) 14,296

  化粧品事業 
トイレタリー
事業 

その他の
事業 

計
消去又は 
全社 

連結 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

260,308 31,493 38,743 330,545 ― 330,545

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,054 592 23,125 25,772 (25,772) ―

計 262,363 32,086 61,868 356,318 (25,772) 330,545

営業費用 237,525 31,704 59,006 328,236 (20,416) 307,819

営業利益 24,838 381 2,862 28,082 (5,356) 22,725

  化粧品事業 
トイレタリー
事業 

その他の
事業 

計
消去又は 
全社 

連結 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

504,760 60,499 74,568 639,828 ― 639,828

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,641 1,199 49,041 54,881 (54,881) ―

計 509,401 61,698 123,610 694,710 (54,881) 639,828

営業費用 470,938 66,431 117,263 654,633 (43,023) 611,609

営業利益又は 
営業損失(△) 

38,462 △4,733 6,347 40,076 (11,857) 28,219



(注) １ 事業区分の方法および各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 

(化粧品事業)    製品名：女性化粧品、男性化粧品、美容石けん、化粧用具 

(トイレタリー事業) 製品名：石けん、ヘアケア製品、コスメ製品、生理用品、オーラルケア製品、剃刃 

(その他の事業)   製品名：理・美容製品、美容食品、医薬品、ファッショングッズ、ファインケミカル 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は前中間連結会計期間は5,825百万円、当中間連

結会計期間は5,356百万円、前連結会計年度は11,857百万円であり、その主なものは当社の監査部、企業文化部、経営企

画部、R&D企画部等の管理部門に係る費用および長期的な基礎研究費用等であります。 

３ 会計処理の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、化粧品事業において260百万円増加、その他の事業

において88百万円減少、営業利益は、化粧品事業において260百万円減少、その他の事業において88百万円増加しており

ます。 

４ 会計処理の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間から営業権・商標権償却費用の計上区分を変更しております。この

変更に伴い、従来の方法に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、化粧品事業において276百万円増加、トイレタ

リー事業において285百万円増加、その他の事業において171百万円増加、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 
  

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 
  

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 
(1) アメリカ：米国・カナダ・ブラジル 
(2) 欧州：フランス・イタリア・ドイツ等 
(3) アジア・オセアニア：中国・台湾・オーストラリア等 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は前中間連結会計期間は5,825百万円、当中間連
結会計期間は5,356百万円、前連結会計年度は11,857百万円であり、その主なものは当社の監査部、企業文化部、経営企
画部、R&D企画部等の管理部門に係る費用および長期的な基礎研究費用等であります。 

４ 会計処理の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この変更
に伴い、従来の方法に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、日本において172百万円増加、営業利益は、日本に
おいて同額減少しております。 

５ 会計処理の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間から営業権・商標権償却費用の計上区分を変更しております。この
変更に伴い、従来の方法に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、日本において401百万円増加、アメリカにおい
て54百万円増加、欧州において276百万円増加、アジア・オセアニアにおいて０百万円増加、営業利益がそれぞれ同額減
少しております。 

  日本 アメリカ 欧州
アジア・
オセアニア

計
消去 
又は全社 

連結 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

234,748 20,249 37,876 23,216 316,091 ― 316,091

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

9,531 3,744 1,735 105 15,116 (15,116) ―

計 244,279 23,994 39,612 23,321 331,208 (15,116) 316,091

営業費用 230,862 23,985 36,891 19,346 311,085 (9,290) 301,795

営業利益 13,417 9 2,720 3,975 20,122 (5,825) 14,296

  日本 アメリカ 欧州
アジア・
オセアニア

計
消去 
又は全社 

連結 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

240,037 21,107 40,374 29,025 330,545 ― 330,545

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

9,781 4,610 1,723 37 16,153 (16,153) ―

計 249,819 25,718 42,097 29,063 346,698 (16,153) 330,545

営業費用 230,271 24,821 39,098 24,424 318,616 (10,796) 307,819

営業利益 19,547 896 2,999 4,638 28,082 (5,356) 22,725

  日本 アメリカ 欧州
アジア・
オセアニア

計
消去 
又は全社 

連結 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

  売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

467,027 43,096 79,775 49,928 639,828 ― 639,828

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

19,051 7,633 3,407 163 30,256 (30,256) ―

計 486,079 50,730 83,183 50,091 670,084 (30,256) 639,828

営業費用 459,591 50,270 77,261 42,884 630,007 (18,398) 611,609

営業利益 26,487 460 5,921 7,207 40,076 (11,857) 28,219



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アメリカ：米国・カナダ・ブラジル等 

(2) 欧州：フランス・イタリア・ドイツ等 

(3) アジア・オセアニア：中国・台湾・オーストラリア等 

３ 海外売上高は、当社および日本に所在する連結子会社の輸出高ならびに日本以外の国に所在する連結子会社の日本以外に

対する売上高の合計額であります。ただし、連結会社間の内部売上高は除いております。 

  

  アメリカ 欧州
アジア・
オセアニア 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 21,074 35,469 26,213 82,757 

Ⅱ 連結売上高(百万円)   316,091 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

6.7 11.2 8.3 26.2 

  アメリカ 欧州
アジア・
オセアニア 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 22,275 37,684 31,369 91,328 

Ⅱ 連結売上高(百万円)   330,545 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

6.7 11.4 9.5 27.6 

  アメリカ 欧州
アジア・
オセアニア 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 44,282 74,928 56,464 175,676 

Ⅱ 連結売上高(百万円)   639,828 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

6.9 11.7 8.9 27.5 



(１株当たり情報) 
  

(注) １ 前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当たり当期純損失を計上したため、記載しておりませ

ん。 

２ １株当たり中間純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  
  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 899.41円 １株当たり純資産額 887.32円 １株当たり純資産額 866.46円

１株当たり中間純利益 11.37円 １株当たり中間純利益 24.80円 １株当たり当期純損失 21.50円

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

11.37円
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益 

24.79円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

―円

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり中間純利益 
又は当期純損失(△) 

 

中間純利益又は当期 
純損失(△)(百万円) 

4,769 10,269 △8,856

普通株主に帰属しない金
額(百万円) 

60 20 47

(うち利益処分による役員
賞与金) 

― ― (14)

(うち中国子会社の利益処
分による剰余金繰入額等) 

(60) (20) (32)

普通株式に係る中間 
純利益又は当期純損失(△) 
(百万円) 

4,708 10,249 △8,903

普通株式の期中平均 
株式数(千株) 

414,240 413,314 414,218

   
潜在株式調整後１株当た 
り中間(当期)純利益 

 

中間(当期)純利益調整額 
(百万円) 

― ― ―

普通株式増加数(千株) 57 124 ―

(うち自己株式取得方式に
よるストックオプション
(千株)) 

(―) ― (―)

(うち新株予約権取得方式
によるストックオプショ
ン(千株)) 

(57) (124) (―)

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株
当たり中間(当期)純利益
の算定に含めなかった潜
在株式の概要 

自己株式取得方式による
ストックオプション 
普通株式1,785千株 
新株予約権方式によるス
トックオプション(新株予
約権1,641個)。 
普通株式1,641千株 
新株予約権の詳細は、
「第４提出会社の状況、
１株式等の状況、(2) 新
株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。 

新株予約権方式によるス
トックオプション(新株予
約権1,121個)。 
普通株式1,121千株 
新株予約権の詳細は、
「第４提出会社の状況、
１株式等の状況、(2) 新
株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。 

自己株式取得方式による
ストックオプション 
普通株式1,511千株 
新株予約権方式によるス
トックオプション(新株予
約権4,176個)。 
普通株式4,176千株 
新株予約権の詳細は、
「第４提出会社の状況、
１株式等の状況、(2) 新
株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。 



(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「早期退職優遇・特別プラン」の実

施について 

当社は、平成16年10月28日開催の取

締役会において、中高年齢層社員の

ライフプランの選択肢を広げ、これ

を支援することを目的とした「早期

退職優遇・特別プラン」を実施する

ことを決議しました。その概要は以

下のとおりであります。 

(1) 対象者 平成17年３月31日時

点において、当社お

よび国内グループ各

社に在籍する満50～

59歳かつ勤続15年以

上の正社員 

(2) 募集人数 1,000名程度 

(3) 募集期間 平成16年12月13日～

平成16年12月24日 

(4) 実施日 平成17年３月31日 

(5) 優遇措置 通常の退職金に特別

加算金を上乗せする

ことに加え、本プラ

ンで退職する社員に

対して再就職のため

の支援を実施 

なお、本プラン実施に伴い発生する

特別加算金は、当連結会計年度末に

て特別損失として計上する予定であ

りますが、現時点では応募者が未確

定であるため、業績への影響額につ

いては客観的に見積もることが困難

であり、記載しておりません。 

――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

  

――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金   18,330   13,563 20,652   

２ 受取手形   163   145 193   

３ 売掛金   96,484   99,948 95,109   

４ 有価証券   61,866   25,148 38,564   

５ たな卸資産   11,485   10,332 10,890   

６ 短期貸付金   2,536   2,925 2,598   

７ その他の流動資産   16,037   17,899 27,626   

  貸倒引当金   △9   △10 △10   

流動資産合計    206,894 37.0 169,953 32.3   195,624 36.2

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物   35,924   33,258 33,842   

(2) 土地   40,077   37,708 40,064   

(3) その他の 
  有形固定資産   19,940   19,639 20,096   

計   95,943   90,606 94,003   

２ 無形固定資産   7,181   7,137 7,520   

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   171,369   191,171 189,976   

(2) 長期貸付金   12,478   29,122 12,080   

(3) 繰延税金資産   22,377   ― ―   

(4) 前払年金費用   8,650   7,983 7,804   

(5) その他の投資   34,467   31,275 33,714   

  貸倒引当金   △1   △684 △458   

計   249,342   258,868 243,118   

固定資産合計    352,467 63.0 356,612 67.7   344,643 63.8

資産合計    559,361 100.0 526,565 100.0   540,267 100.0



  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形   2,227   1,850 1,871   

２ 買掛金   30,283   34,210 31,764   

３ 一年内償還予定の 
社債   20,000   ― ―   

４ 未払金   28,097   32,603 49,939   

５ 未払法人税等   1,698   ― ―   

６ 関係会社預り金   18,696   15,672 14,170   

７ その他の流動負債   3,228   3,177 3,121   

流動負債合計    104,232 18.6 87,514 16.6   100,867 18.7

Ⅱ 固定負債          

１ 社債   50,000   50,000 50,000   

２ 退職給付引当金   26,291   12,598 12,725   

３ 役員退職慰労引当金   584   276 584   

４ その他の固定負債   322   3,227 4,491   

固定負債合計    77,198 13.8 66,102 12.6   67,801 12.5

負債合計    181,431 32.4 153,617 29.2   168,668 31.2

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    64,506 11.5 64,506 12.3   64,506 11.9

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   70,258   70,258 70,258   

資本剰余金合計    70,258 12.6 70,258 13.3   70,258 13.0

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   16,230   16,230 16,230   

２ 任意積立金   217,046   217,044 217,046   

３ 中間(当期)未処分 
利益   18,981   9,345 10,152   

利益剰余金合計    252,257 45.1 242,620 46.1   243,429 45.1

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金    5,487 1.0 12,770 2.4   7,839 1.5

Ⅴ 自己株式    △14,579 △2.6 △17,206 △3.3   △14,434 △2.7

資本合計    377,930 67.6 372,948 70.8   371,598 68.8

負債資本合計    559,361 100.0 526,565 100.0   540,267 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    120,358 100.0 124,818 100.0   243,032 100.0

Ⅱ 売上原価    60,917 50.6 57,229 45.9   122,270 50.3

売上総利益    59,440 49.4 67,589 54.1   120,762 49.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    56,779 47.2 62,968 50.4   115,033 47.3

営業利益    2,660 2.2 4,620 3.7   5,728 2.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  7,145 5.9 7,945 6.3   15,293 6.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  1,871 1.5 1,647 1.3   3,602 1.5

経常利益    7,934 6.6 10,919 8.7   17,419 7.2

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― ― ―   998 0.4

Ⅶ 特別損失 ※４  780 0.6 4,446 3.5   16,950 7.0

税引前中間(当期) 
純利益    7,154 6.0 6,472 5.2   1,467 0.6

法人税、住民税及び 
事業税   1,530   620 △20   

法人税等調整額   609 2,139 1.8 1,251 1,871 1.5 741 721 0.3

中間(当期)純利益    5,014 4.2 4,600 3.7   746 0.3

前期繰越利益    13,967 4,757   13,967 

中間配当額    ― ―   4,556 

自己株式処分差損    0 12   4 

中間(当期)未処分 
利益    18,981 9,345   10,152 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

…移動平均法による

原価法 

その他有価証券 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

…同左 

  

その他有価証券 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

…同左 

  

その他有価証券 

  時価のあるもの 

…中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法 

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は主として移

動平均法により算定) 

時価のあるもの 

…同左 

時価のあるもの 

…期末日の市場価格

等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は主として移

動平均法により算定) 

  時価のないもの 

…主として移動平均

法による原価法 

時価のないもの 

…主として移動平均

法による原価法。

ただし投資事業有

限責任組合等への

出資は組合等の財

産の持分相当額を

有価証券として計

上し、組合等の営

業により獲得した

損益の持分相当額

を損益として計上

しております。 

時価のないもの 

…同左 

  (2) たな卸資産 

商品、製品、仕掛品、

原材料、貯蔵品は総平

均法による原価法を採

用しております。 

(2) たな卸資産 

同左 

(2) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

建物(附属設備を除く)

は定額法、建物以外に

ついては定率法を採用

しております。なお、

主要な固定資産につい

ては、その資産の耐久

度、陳腐化の程度及び

特殊性を勘案した独自

の耐用年数(法定耐用

年数を２～３割程度短

縮)を設定しておりま

す。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

建物(附属設備を除く)

は定額法、建物以外に

ついては主として定率

法を採用しておりま

す。なお、休止予定の

建物について、耐用年

数の短縮を行いまし

た。また、主要な固定

資産については、その

資産の耐久度、陳腐化

の程度及び特殊性を勘

案した独自の耐用年数

(法定耐用年数を２～

３割程度短縮)を設定

しております。 

  (2) 無形固定資産 

法人税法に規定する定

額法 

なお、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定

額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 



  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるた

め、一般債権について

は貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等につい

ては個別に回収可能性

を検討し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。 

過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による

定額法により費用処理

しております。 

数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により翌事

業年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 

なお、執行役員に対す

る退職慰労引当金を含

んでおり、その計上基

準は役員退職慰労引当

金と同様であります。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づいて計上して

おります。 

過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による

定額法により費用処理

しております。 

数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により翌事

業年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 

なお、執行役員に対す

る退職慰労引当金を含

んでおり、その計上基

準は役員退職慰労引当

金と同様であります。 

  (3) 役員退職慰労引当金 

第104期における取締

役会において、平成16

年３月期にかかわる定

時株主総会の日をもっ

て退職慰労金制度を廃

止することとし、第

104期までの在任期間

中の職務遂行の対価部

分相当を、支給すべき

退職慰労金の額として

決定したことにより、

当該金額を引当計上し

ております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

  

  

  

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

  

  

  



  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 外貨建ての資産又

は負債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期

末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

５ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によっ

ております。 

なお、仮払消費税等及び仮

受消費税等は相殺のうえ、

流動資産の「その他の流動

資産」に含めて表示してお

ります。 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によっ

ております。 

なお、仮払消費税等及び仮

受消費税等は相殺のうえ、

流動負債の「その他の流動

負債」に含めて表示してお

ります。 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によって

おります。 

  

  

  

  



会計処理の変更 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― 

  

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年

８月９日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日)を適用しております。この

変更により、従来の方法によった場

合と比べ、当中間会計期間の売上原

価は41百万円減少し、売上総利益は

同額増加、販売費及び一般管理費は

61百万円減少し、営業利益及び経常

利益は103百万円増加、税引前中間

純利益は4,028百万円減少しており

ます。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

ります。 

――――― 

  

  (計上区分の変更) 

当中間会計期間より、新たな連結経

営管理の仕組みを導入し、制度会計

と管理会計の融合を図る土台となる

グループ標準勘定科目体系を構築す

るとともに、経営成績を適切に把握

するための事業損益計算の枠組みを

見直しました。その結果、売上高に

対する原価の把握をより適切に行う

ため、従来売上原価に含めて計上し

ていた物流費や研究開発費等につい

てその性格を見直した部分を、当中

間会計期間より販売費及び一般管理

費として計上する方法に変更してお

ります。 

この変更により、従来の方法によっ

た場合と比べ、当中間会計期間の売

上原価は6,298百万円減少し、売上

総利益、販売費及び一般管理費は同

額増加しておりますが、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益に与

える影響はありません。 

  



表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(中間貸借対照表) 

「関係会社預り金」は、負債及び資本の合計額に占める

割合が大きくなったため、当中間会計期間より区分掲記

しております。なお、前中間会計期間は流動負債の「そ

の他の流動負債」に9,291百万円含まれております。 

(中間貸借対照表) 

１ 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年

６月９日法律第97号)により、投資事業有限責任組

合等への出資が有価証券とみなされたことに伴い、

前中間会計期間において「投資その他の資産」の

「その他の投資」に19,793百万円含めて表示してい

た当該出資金を、当中間会計期間より「投資有価証

券」に19,422百万円含めて表示しております。 

  ２ 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「繰延

税金資産」は、金額が僅少なため、「投資その他の

資産」の「その他の投資」に14,587百万円含めて表

示しております。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(役員退職慰労引当金) 

役員及び執行役員の退職慰労金につ

いては、従来退任時に計上しており

ましたが、前事業年度における取締

役会において、前事業年度にかかわ

る定時株主総会の日をもって退職慰

労金制度を廃止することとし、前事

業年度までの在任期間中の職務遂行

の対価部分相当を、支給すべき退職

慰労金の額として決定したことによ

り、当該金額のうち役員にかかわる

分を役員退職慰労引当金として、執

行役員にかかわる分を退職給付引当

金として引当計上することに前事業

年度の下期より変更しております。 

なお、取締役会の決定が前事業年度

の下期であったことから前中間会計

期間においては、従来の方法によっ

ております。 

従って、当中間会計期間と同一の方

法を採用した場合と比べ、前中間会

計期間の営業利益、経常利益が324

百万円、税引前中間純利益が1,532

百万円多く計上されております。 

――――― 

  

  

  

  

  

  

――――― 

  

  

  

  

  

  

  



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 

項目 金額(百万円) 

有形固定資産の 
減価償却累計額 156,291

※１ 

項目 金額(百万円)

有形固定資産の
減価償却累計額 159,887

※１ 

項目 金額(百万円) 

有形固定資産の
減価償却累計額 159,769 

２ 偶発債務 

下記のとおり銀行借入金等に

対し、債務保証を行っており

ます。 

外貨建の債務保証額は中間期末日

の為替相場によって換算しており

ます。 

保証先 
借入金額 
金額 
(百万円) 

資生堂インターナショナル 
コーポレーション 26,429

資生堂ヨーロッパ 7,836

ＳＭＢ 1,535

㈱求龍堂 285

韓国資生堂 241

サハ・アジアパシフィック 227

331インターナショナル 160

資生堂コスメティクス 
(アメリカ) 132

資生堂オーストラリア 103

ゾートスインターナショナル 
インコーポレーテッド 75

従業員 26

資生堂 
ユナイテッドキングダム 12

資生堂ドイチュラント 5

計 37,071

２ 偶発債務 

下記のとおり銀行借入金等に

対し、債務保証を行っており

ます。 

外貨建の債務保証額は中間期末日

の為替相場によって換算しており

ます。 

保証先 
借入金額 
金額
(百万円) 

資生堂インターナショナル
コーポレーション 26,943

資生堂インターナショナル
ヨーロッパ 5,241

㈱求龍堂 350

331インターナショナル 278

韓国資生堂 272

サハ・アジアパシフィック 234

資生堂オーストラリア 111

資生堂コスメティクス
(アメリカ) 109

従業員 35

資生堂 
ユナイテッドキングダム 11

資生堂ドイチュラント 5

計 33,595

２ 偶発債務 

下記のとおり銀行借入金等に

対し、債務保証を行っており

ます。 

外貨建の債務保証額は決算日の為

替相場によって換算しておりま

す。 

保証先 
借入金額 
金額 
(百万円) 

資生堂インターナショナル 
コーポレーション 25,456 

資生堂ヨーロッパ 5,977 

㈱求龍堂 350 

韓国資生堂 264 

サハ・アジアパシフィック 232 

331インターナショナル 232 

資生堂コスメティクス 
(アメリカ) 128 

資生堂オーストラリア 107 

従業員 62 

資生堂
ユナイテッドキングダム 12 

資生堂ドイチュラント 5 

計 32,828 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 180百万円

有価証券利息 220百万円

受取配当金 1,740百万円

有形固定資産 
賃貸料 

2,085百万円

投資事業組合 
等運用益 

1,175百万円

ロイヤリテ 
ィー収入 

776百万円

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 224百万円

有価証券利息 142百万円

受取配当金 2,821百万円

有形固定資産
賃貸料 

1,968百万円

投資事業組合
等運用益 

1,063百万円

ロイヤリテ
ィー収入 

866百万円

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 369百万円

有価証券利息 432百万円

受取配当金 3,220百万円

有形固定資産 
賃貸料 

4,141百万円

投資事業組合 
等運用益 

1,801百万円

有形固定資産 
売却益 

2,268百万円

ロイヤリテ 
ィー収入 

1,621百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 117百万円

有形固定資産 
賃貸費用 

1,092百万円

固定資産除却
損 

305百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 106百万円

有形固定資産
賃貸費用 

810百万円

固定資産除却
損 

435百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 250百万円

有形固定資産 
賃貸費用 

2,247百万円

 

※３    ――――― 

  

※３    ――――― 

  

※３ 特別利益の内訳 

・退職給付制度変更益 

998百万円 

確定給付型制度の一部を廃止

し、確定拠出型制度及び退職

金前払い制度へ移行したこと

に伴うものであります。 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※４ 特別損失の内訳 

・金融資産評価損 

780百万円 

関係会社株式評価損361百万

円、投資有価証券評価損359

百万円、出資金評価損59百万

円であります。 

※４ 特別損失の内訳 

・減損損失 

4,132百万円 

当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しており

ます。 
  

用途 種類 場所

事業用 
資産 建物及び構築物等

東京都
中央区 

遊休 
資産等 

土地、建物及び構築
物等 

京都府
舞鶴市他 

※４ 特別損失の内訳 

・特別退職関連費用 

11,711百万円 

早期退職優遇・特別プランの

実施に伴い発生した特別加算

金等であります。 

・構造改革費用 

3,591百万円 

国内工場再編費用1,859百万

円、関係会社清算損1,731百

万円であります。 

・金融資産評価損 

1,647百万円 

  当社は事業用資産において、

事業区分をもとに、概ね独立

したキャッシュ・フローを生

み出す最小の単位毎に、遊休

資産等においては、個別物件

単位で資産のグルーピングを

行っております。その結果、

事業用資産については、営業

店舗で営業損益が継続してマ

イナスとなっている資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を特別損失

に計上しております。その内

訳は、建物及び構築物等857

百万円であります。遊休資産

等については、生産を終了す

る工場等の資産の帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当

該減少額を特別損失に計上し

ております。その内訳は、土

地2,356百万円、建物及び構

築物等918百万円でありま

す。 

なお、回収可能価額は正味売

却価額により算定しており、

主に不動産鑑定評価額を基に

評価しております。 

・金融資産評価損 

314百万円 

関係会社貸付金貸倒引当金繰

入額225百万円、関係会社支

援損40百万円、関係会社株式

評価損29百万円、出資金評価

損10百万円、投資有価証券評

価損９百万円であります。 

関係会社株式評価損968百万

円、関係会社貸付金貸倒引当

金繰入額457百万円、投資有

価証券評価損158百万円、出

資金評価損63百万円でありま

す。 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 4,019百万円

無形固定資産 1,045百万円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,919百万円

無形固定資産 1,132百万円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産10,460百万円

無形固定資産 2,162百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期末
残高 
相当額 

  (百万円) (百万円) (百万円)
工具器具 
備品 11,572 5,295 6,277

その他 573 289 283

合計 12,146 5,584 6,561

  
取得価額
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期末
残高 
相当額 

  (百万円) (百万円) (百万円)

工具器具 
備品 13,161 7,126 6,034

その他 628 388 240

合計 13,790 7,514 6,275

  

取得価額 
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

(百万円) (百万円) (百万円)
工具器具
備品 10,533 5,186 5,346

その他 503 283 219

合計 11,036 5,469 5,566

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 2,747百万円

１年超 4,005百万円

合計 6,752百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 2,870百万円

１年超 3,598百万円

合計 6,469百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 2,425百万円

１年超 3,314百万円

合計 5,740百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,556百万円

減価償却費 
相当額 

1,439百万円

支払利息相当額 136百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,755百万円

減価償却費
相当額 

1,624百万円

支払利息相当額 125百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 2,605百万円

減価償却費
相当額 

2,399百万円

支払利息相当額 236百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。 

  なお、リース資産に配分され

た減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略して

おります。 

  

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 3,140百万円

１年超 29,834百万円

合計 32,975百万円

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 3,133百万円

１年超 26,727百万円

合計 29,860百万円

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 3,142百万円

１年超 28,290百万円

合計 31,432百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 
  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「早期退職優遇・特別プラン」の実

施について 

当社は、平成16年10月28日開催の取

締役会において、中高年齢層社員の

ライフプランの選択肢を広げ、これ

を支援することを目的とした「早期

退職優遇・特別プラン」を実施する

ことを決議しました。その概要は以

下のとおりであります。 

(1) 対象者 平成17年３月31日時

点において、当社お

よび国内グループ各

社に在籍する満50～

59歳かつ勤続15年以

上の正社員 

(2) 募集人数 1,000名程度 

(3) 募集期間 平成16年12月13日～

平成16年12月24日 

(4) 実施日 平成17年３月31日 

(5) 優遇措置 通常の退職金に特別

加算金を上乗せする

ことに加え、本プラ

ンで退職する社員に

対して再就職のため

の支援を実施 

なお、本プラン実施に伴い発生する

特別加算金は、当事業年度末にて特

別損失として計上する予定でありま

すが、現時点では応募者が未確定で

あるため、業績への影響額について

は客観的に見積もることが困難であ

り、記載しておりません。 

――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

――――― 

  

  

  

  

  

  



(2) 【その他】 

第106期(平成17年４月１日より平成18年３月31日まで)中間配当については、平成17年10月27日開催の取締役会に

おいて当社定款第36条の規定に基づき、平成17年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録され

た株主に対し次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

  

  

  

① 中間配当金の総額   6,185百万円

② １株当たり中間配当額   15円00銭

③ 
支払請求権の効力発生日 
及び支払開始日 

  平成17年12月９日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第105期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。 

(2) 
  
  

臨時報告書 
  
  

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第２号の２(新株予約権発行
の決議)に基づく臨時報告書でありま
す。 

平成17年７月29日 
関東財務局長に提出。 
  

(3) 
  
有価証券届出書 
及びその添付書類 

  
ストックオプションとしての新株予約
権の募集であります。 

  
平成17年10月28日 
関東財務局長に提出。 

  
(4) 
  

  
有価証券届出書 
の訂正届出書 

  
平成17年10月28日提出の有価証券届出
書及びその添付書類に係る訂正届出書
であります。 

  

  
平成17年10月31日 

    

  
平成17年10月28日提出の有価証券届出
書及びその添付書類、及び平成17年10
月31日提出の有価証券届出書の訂正届
出書に係る訂正届出書であります。 

  

  
平成17年11月７日 
関東財務局長に提出。 

(5) 
  

訂正発行登録書 
  

      

  
平成17年６月29日 
平成17年７月29日 
関東財務局長に提出。 

(6) 
  

自己株券買付 
状況報告書 

(平成17年６月度) 
  

自 平成17年６月30日 
至 平成17年６月30日 

  
平成17年７月13日 
  

    
(平成17年７月度) 

  
自 平成17年７月１日 
至 平成17年７月31日 

  
平成17年８月10日 
  

    
(平成17年８月度) 

  
自 平成17年８月１日 
至 平成17年８月31日 

  
平成17年９月13日 
  

    
(平成17年９月度) 

  
自 平成17年９月１日 
至 平成17年９月30日 

  
平成17年10月12日 
  

    
(平成17年10月度) 

  
自 平成17年10月１日 
至 平成17年10月31日 

  
平成17年11月11日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月６日

株 式 会 社 資 生 堂 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社資生堂の平

成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０

日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャ

ッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社資生堂及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１

６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 田   昇 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 村 明 彦 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月７日

株 式 会 社 資 生 堂 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社資生堂の平

成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０

日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャ

ッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社資生堂及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１

７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 
  
追記情報 

 （1）「会計処理の変更」に記載されているとおり、会社は当中間連結期間より、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているた

め、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

 （2）「会計処理の変更」に記載されているとおり、会社は物流費や研究開発費等及び営業権・商標権償却費用の計上区分を変更し

た。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 村 明 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 古 山 和 則 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月６日

株 式 会 社 資 生 堂 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社資生堂の平

成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第１０５期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社資生堂の平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月

３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 田   昇 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 村 明 彦 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月７日

株 式 会 社 資 生 堂 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社資生堂の平

成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１０６期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社資生堂の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月

３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 （1）「会計処理の変更」に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているた

め、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 （2）「会計処理の変更」に記載されているとおり、会社は物流費や研究開発費等の計上区分を変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 村 明 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 古 山 和 則 
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